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食中毒の原因として、細菌、ウイルス、自然毒、化学物質、
寄生虫などさまざまあり、食べてから症状が出るまでの期間や
その症状、また予防方法も異なります。

食中毒の原因

動物性自然毒:魚（フグ）、二枚貝、巻き貝

植物性自然毒:キノコや有毒植物



貝毒とは

○植物プランクトンを餌にする二枚貝類（トリガイ、カキなど）が
有毒プランクトンを食べることで毒化する現象

○日本では麻痺性と下痢性が発生

貝毒原因プランクトン 摂餌
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毒化

・麻痺性貝毒
・下痢性貝毒

×：海外で発生

×記憶喪失性貝毒
×神経性貝毒
×アザスピロ酸



国内で毒化が確認されている生物

二枚貝（アサリ、マガキなど）

マボヤ

トゲクリガニ

プランクトンを食べることで毒化

イシガニ

毒化した二枚貝等を
食べ、毒化
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貝毒の特徴
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短い 毒が抜けるまでの期間 長い

カキ類
アサリ
ムラサキイガイ
（ムール貝）

トリガイ イタヤガイ類
・ホタテガイ、
・ヒオウギガイ

等

アカガイ

中腸腺（ウロ）

 多くの二枚貝では、内臓に多く毒が蓄積

 毒化部位、プランクトンの消長と二枚貝の減毒
スピードは、二枚貝の種類によって大きく異なる
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毒化した
二枚貝の喫食

食中毒の発症

（！）加熱調理で毒はなくならない

（！）見た目では毒化しているかわからない

（！）天然、養殖のどちらでも発生



京都府における二枚貝の規制値以上の毒化事例

○麻痺性貝毒
1962年2月 宮津湾（マガキ）
1991年12月 久美浜湾（マガキ）
2011年2 月 舞鶴湾（マガキ）
2012年4月 宮津湾（トリガイ）
2017年2月 宮津湾、阿蘇海（二枚貝類）
2021年1月 舞鶴湾（マガキ）

○下痢性貝毒
2023年5月 舞鶴湾（トリガイ）

府内では、主に冬に毒化
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麻痺性貝毒

原因プランクトン

 水溶性の神経毒で、多くは食後30分以内に症状が発生
 主な症状：しびれ、麻痺、言語障害

重度の場合、呼吸麻痺により死亡（フグ毒と同じ）
 海域により毒化原因プランクトンの種類が異なる
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1細胞
約50~70μm）

1細胞
約30μm

規制値以上の
毒化事例あり

アレキサンドリウム属有毒種 ギムノディニウム・カテナｰタム



▲ アレキサンドリウム カテネラ*

● アレキサンドリウム パシフィカム

● アレキサンドリウム タミヤバニチ

■ ギムノディニウム カテナータム
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主要な麻痺性貝毒

原因種の分布

◆ アレキサンドリウム オステンフェルディ

◆

*旧アレキサンドリウム タマレンセ



実例で考える！麻痺性貝毒のリスク

 致死量は、体重60kgの人で3000～20000MU
（1ＭＵ＝20ｇのマウスを15分間で死亡させる毒量）

 食後30分後以内で症状が始まる

●国の規制値：4ＭＵ/ｇ
可食部の毒量が4ＭＵ/ｇの場合：3000÷4＝750
→二枚貝のむき身750ｇ以上を食べれば死亡のリスク
（カキフライ1個で約10ｇ・・・カキフライ75個で危険！）

→安全を考慮し、国の規制値は低めに設定されている

●実際の毒化事例（2018年、某県某二枚貝の例）

二枚貝毒化（毒力：150ＭＵ/ｇ）
3000÷150＝20ｇ
→味噌汁一杯、カキフライ2個で危険なことも!
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下痢性貝毒

原因プランクトン：ディノフィシス属プランクトン

 症状：食後4時間以内に下痢、腹痛、嘔吐。3～4日間で回復し、
死亡例はなし。

 北海道～東北（特に太平洋沿岸）で主に発生。
 西日本海域での発生は非常に稀。

ディノフィシス・フォルティ
北海道～東北沿岸の毒化原因種。
海域が異なると毒量も異なるとされる。

ディノフィシス・アキュミナータ
ほぼ日本全国で確認済み。
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規制値以上の
毒化事例あり



日本国内での貝毒対策

～安心、安全な二枚貝を消費者へ提供するために～
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日本国内における貝毒対応

○人の健康に害を及ぼす食中毒
→食品衛生法に基づき、規制値が設定されている

○二枚貝の可食部における毒力が規制値を超えた場合、漁業者等
は出荷を自主規制しなければならない

○減毒が進まない場合、シーズンを通して出荷規制することも

○漁協等を通して流通する二枚貝
→都道府県、漁協で検査が行われているため、毒化貝が流通
することはない

→主に、通常の流通以外（潮干狩り等）の二枚貝で被害
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生産者責任！！



規制の流れ

1970年代
○麻痺性貝毒、下痢性貝毒による食中毒が相当数報告

○水産庁から通知

・貝毒発生の監視、出荷自主規制

（実施：都道府県または漁業関係者）

・公定法（厚労省が定めた検査法）はどちらもマウス試験

2015年以降（現在）
○下痢性貝毒の検査法はマウス→機器分析
○「二枚貝等の貝毒のリスク管理におけるガイドライン」策定

・監視法、検査法、規制措置、モニタリング法などを規定

簡易キットも
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出荷の規制値

麻痺性貝毒

・公定法はマウス試験

・規制値は4ＭＵ/g

下痢性貝毒

・公定法は機器分析法

・規制値は0.16mgOA当量/kg
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毒力の単位について
1MU/g：可食部1gあたりにおける、体重20gのマウスを15分間で死亡させる毒力
mgOA当量/ kg：可食部1kgあたりにふくまれるオカダ酸換算の毒量



二枚貝の
モニタリング

流通品の
収去検査

原因藻の
モニタリング

 食品衛生法に違反
する食品の市場から
の排除

 規制値を超えるもの
を出荷自主規制

 二枚貝の毒化予察

貝毒の監視体制（麻痺性、下痢性貝毒）

都道府県等の水産関
係の試験研究機関

都道府県等の試験
研究機関、生産者

都道府県等の衛生
関係試験研究機関

原因プランクトンのモニタリング
原因プランクトンの計数

（種や海域によって警戒すべき
密度が異なる）

消費者
 報道機関への情報提供、農水省への報告
 全国の情報を農水省でとりまとめて関係機関へ提供

麻痺性貝毒:4 MU/g （マウス）
下痢性貝毒:0.16mgOA当量/kg

（機器分析）
原則として三週間連続規制値以下で解除



二枚貝等の貝毒のリスク管理に関するガイドライン
令和４年３月
農林水産省 消費・安全局
畜水産安全管理課



二枚貝の
モニタリング

流通品の
収去検査

原因藻の
モニタリング

 食品衛生法に違反
する食品の市場から
の排除

 規制値を超えるもの
を出荷自主規制

 二枚貝の毒化予察

貝毒の監視体制（麻痺性、下痢性貝毒）

都道府県等の水産関
係の試験研究機関

都道府県等の試験
研究機関、生産者

都道府県等の衛生
関係試験研究機関

原因プランクトンのモニタリング
原因プランクトンの計数

（種や海域によって警戒すべき
密度が異なる）

 報道機関への情報提供、農水省への報告
 全国の情報を農水省でとりまとめて関係機関へ提供

麻痺性貝毒:4 MU/g （マウス）
下痢性貝毒:0.16mgOA当量/kg

（機器分析）
原則として三週間連続規制値以下で解除

消費者



出荷再開までの流れ

4.0 MU/gを上回る

★二枚貝出荷自主規制中の海域において、特定の二枚貝（例：
マガキ）を出荷したい

マガキを公定法検査

毒力が4.0 MU/gを下回る

4.0 MU/gを上回る

出荷自主規制
採捕自粛継続

毒力が4.0 MU/gを下回る

毒力が4.0 MU/gを下回る

●1週間後

●2週間後

マガキは出荷再開可能となる

●3週連続で公定法をパス（3回ルールクリア）！

4.0 MU/gを上回る
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26年ぶり

2023R5は2.0未満



2022/7/7:10.2MU/g



二枚貝の
モニタリング

流通品の
収去検査

原因藻の
モニタリング

 食品衛生法に違反
する食品の市場から
の排除

 規制値を超えるもの
を出荷自主規制

 二枚貝の毒化予察

貝毒の監視体制（麻痺性、下痢性貝毒）

都道府県等の水産関
係の試験研究機関

都道府県等の試験
研究機関、生産者

都道府県等の衛生
関係試験研究機関

原因プランクトンのモニタリング
原因プランクトンの計数

（種や海域によって警戒すべき
密度が異なる）

 報道機関への情報提供、農水省への報告
 全国の情報を農水省でとりまとめて関係機関へ提供

麻痺性貝毒:4 MU/g （マウス）
下痢性貝毒:0.16mgOA当量/kg

（機器分析）
原則として三週間連続規制値以下で解除

消費者



2013（H25）年09月05日

横浜市保健所は５日、市中央卸売市場
本場（同市神奈川区）で販売された生ホタ
テから、基準値を上回るまひ性貝毒
（5.3MU/g）が検出された、と発表した。同
所は食品衛生法に基づき、同区内の販売
業者に商品の回収を命じた。健康被害の
報告はないという。

同市場本場食品衛生検査所の抜き取り調
査で判明した。〇〇県〇〇〇市の業者が
３日に出荷。販売業者が９４枚を仕入れた
が、検査に使用した１５枚を除く全量をすで
に販売したという。



東京都:2016～2017



まとめ

1. 食中毒のひとつである貝毒は、二枚貝などが有毒プランクトンを
食べることで起こる。

2. 国内では麻痺性貝毒、下痢性貝毒のふたつが報告。このうち、
麻痺性貝毒では最悪の場合死に至る。

3. 毒化した二枚貝の出荷を確実に防ぐことが最も重要。

4. 漁業者、都道府県、国等が連携し、貝毒の監視体制を強化
→安心・安全な二枚貝を消費者へ提供することが可能に

20

生産者責任！！



参考情報

 『自然由来の毒素』 農林水産省HP:
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/busit
u/sizendoku/index.html

令和4年3月9日付け消費・安全局畜水産安全管理課⾧通知「「二
枚貝等の貝毒のリスク管理に関するガイドライン」の見直しについて」
(PDF : 1,248KB)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/busitu
/sizendoku/attach/pdf/index-14.pdf

 『自然毒のリスクプロファイル』 厚生労働省HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ken
kou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html


